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医
療
保
険
だ
よ
り

平
成
26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
今
年
度
の
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
７
月
中
旬
に
送
付
す
る
保
険

料
額
決
定
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

原
則
と
し
て
年
金
か
ら
天
引
き
に

な
り
ま
す
。
年
金
天
引
き
の
対
象

に
な
ら
な
い
人
に
は
、
保
険
料
の

納
付
書
を
送
り
ま
す
。

　
８
月
１
日
か
ら
、
後
期
高
齢
者

医
療
の
被
保
険
者
証
は
、黄
色
に
、

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
高
齢

受
給
者
証
（
70
歳
以
上
75
歳
未
満

の
人
の
証
）
は
、
さ
く
ら
色
の
新

し
い
証
に
な
り
ま
す
。

　
７
月
末
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

病
院
で
受
診
す
る
と
き
は
、
必
ず

新
し
い
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

毎
年
８
月
１
日
現
在
の
世
帯
状
況

お
よ
び
前
年
中
の
所
得
額
や
世
帯

の
収
入
に
基
づ
い
て
、
受
診
時
の

一
部
負
担
金
の
割
合
（
１
割
ま
た

は
３
割
）の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

見
直
し
に
よ
り
、
８
月
か
ら
負
担

割
合
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
お
よ
び
国
民

健
康
保
険
の
加
入
者
で
、個
人
市
・

県
民
税
（
住
民
税
）
非
課
税
世
帯

の
人
は
、
入
院
し
た
と
き
の
食
事

代
や
、
受
診
時
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
る
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
ま
た
は
「
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」（
以
下
、

認
定
証
）
の
交
付
を
受
け
ら
れ
ま

す
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証

は
、
７
月
31
日
で
期
限
が
切
れ
ま

す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

の
う
ち
、
現
在
、
認
定
証
を
お
持

ち
で
８
月
以
降
も
認
定
と
な
る
人

に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
保
険
証

と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
、
新

し
く
認
定
証
の
交
付
を
希
望
す
る

人
は
、
市
民
課
保
険
医
療
係
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
申
請
手
続
は
、
代
理
人
で
も
可

能
で
す
。
郵
送
で
の
申
請
も
受
け

付
け
し
て
い
ま
す
。

※

認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
人

は
、
必
ず
病
院
に
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

　
一
部
負
担
金
の
割
合
が
３
割
負

担
に
該
当
し
た
人
で
も
、
収
入
額

が
一
定
の
基
準
額
に
満
た
な
い
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
負
担
が
１
割

と
な
り
ま
す
。
１
割
負
担
と
な
る

可
能
性
の
あ
る
人
に
は
、
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
軽
減
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
26
年
度
の
国
保
税
率
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
課
税
額
の
賦
課
限
度

額
が
14
万
円
か
ら
16
万
円
に
、
介

護
納
付
金
課
税
額
の
賦
課
限
度
額

が
12
万
円
か
ら
14
万
円
に
、
そ
れ

ぞ
れ
２
万
円
引
き
上
げ
に
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
医
療
分
は
据
え
置

き
（
51
万
円
）
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

一
部
負
担
金
の
割
合
軽
減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

一
部
負
担
金
の
割
合
変
更

個
人
市
・
県
民
税

非
課
税
世
帯
の
負
担
軽
減

保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

平
成
26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
率
等
に
つ
い
て

　
国
保
税
の
５
割
・
２
割
軽
減
の

対
象
に
な
る
世
帯
の
軽
減
判
定
所

得
の
計
算
方
法
が
表
の
と
お
り
変

更
に
な
り
、
軽
減
対
象
が
拡
大
さ

れ
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、
７
月
に
発
送
す
る

納
税
通
知
書
の
添
付
文
書
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

医療分
後期分
介護分
計

7割軽減

5割軽減

2割軽減

現　　行
33万円

※旧国保被保険者…国保に加入していて、平成20年４月以降、後期高齢者医療制度へ
　移行した人

改正（平成26年度から）
33万円

51万円
14万円
12万円
77万円

現　行 改正（平成26年度から）
51万円
16万円
14万円
81万円

●国保の賦課限度額

●軽減判定所得の計算方法

据え置き
2万円引き上げ
2万円引き上げ
4万円引き上げ

備　考

33万円＋（24万5千円×世帯主
以外の国保加入者数と旧国保被
保険者数の合計数）

33万円＋（35万円×国保加入者
数と旧国保被保険者数の合計）

33万円＋（24万5千円×国保加
入者数と旧国保被保険者数の
合計数）

33万円＋（45万円×国保加入者
数と旧国保被保険者数の合計）

賦
課
限
度
額
の
引
き
上
げ

基
準
見
直
し
に
よ
る

軽
減
対
象
の
拡
大
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